
4 月に入り暖かくなってきて、気持ちが晴れ晴れします

ね。通いご利用の方もお散歩や花見に出るなど、外に出

掛ける機会が増えてきました。同時に食欲も増している

ようで、外食先では鉄板の上のお肉をニコニコと口に入

れている姿が印象的でした。同世代の方々 

と出掛ける機会はなかなかないということ 

で、これからも定期的に計画していきたい 

と思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.21 平成 30 年 4 月  

あわら複合ケアサービス 

TEL 0776-77-2282 

あわら市二面２丁目 302 番地 

三国のトマト＆オニオンに行きました 

イーザでお買い物

をしました 

ぼたもちを作りました 

ひな祭りに手作りおやつです 

～急な泊まり利用時のお願い～ 

毎月お渡しする提供票とは異なる利用を希望される場合

（急な泊まり利用や、通い曜日の変更など）は、予定がわか

った時点でできるだけ早めにご連絡ください。なお泊まりに

関しては、連絡帳に『緊急のお泊り希望についての連絡用紙』

が綴じてありますので、そちらにご記入いただくようお願い

致します。折り返し可否の返答をさせていただきます。 

急なご要望ですでに定員がいっぱいの場合や、職員配置が

困難な場合、お受けできないこともございますので、ご了承

ください。 

～直通電話番号について～ 

あわら複合ケアサービスの直通電話番号は、 

０８０－４３６１－４５０７です。 

上に書かれている０７７６－７７－２２８２

は訪問看護ステーション事務所と共有の番号

となっており、事務所不在の時は繋がりづらく

なっておりますので、携帯番号の方におかけい

ただくようお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あわら複合ケアサービスの紹介 ～その 5～

◎利用料金はどれくらいなの？ 

要介護度別に決められた基本料金、お一人ひとりの状態や事業所の体制によって変わる加算・減算料金、

食事代や宿泊費などの実費料金があります。 

 

《要介護度別料金》 

（1 割負担の場合） 

要介護１ 12,341 円/月 

要介護２ 17,268 円/月 

要介護３ 24,274 円/月 

要介護４ 27,531 円/月 

要介護５ 31,141 円/月 

 

 

●1 か月の利用料金の例●  要介護２、1 割負担、（月・水）通い、（木～金）泊まりご利用の場合 

 月 火 水 木 金 土 日 

通い ○ ― ○ ○ ○ ― ― 

訪問 ― ○ ― ― ― ― ― 

泊まり ― ― ― ○ ― ― ― 

 

 要介護度別料金      17,268 円 

 加算減算料金      約 2,000 円 

 朝食    360 円×月 4 回＝1,440 円 

 昼食    570 円×月 17 回＝9,690 円 

間食    100 円×月 17 回＝1,700 円 

   夕食     570 円×月 4 回＝2,280 円 

 宿泊費  2,100 円×月 4 回＝8,400 円 

 合計         約 43,000 円 

★あわら複合ケアサービスの精神★ 

理念  私たちはいつもあなたのそばにいます 

目標  ①  自宅での介護を希望されるご家族様を応援します 

    ②  日常生活でできる活動を通して筋力低下を防ぎ、脳の活性化を図ります 

    ③  地域に密着したサービスを提供します 

《主な加算・減算料金》（1 割負担の場合） 

・初期加算                      30円/日 

・総合ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ体制強化加算   1,000 円/月 

・認知症加算      500～800円/月 

・訪問看護体制減算 －925～2,914 円/月 

・サービス提供体制強化加算  640円/月 

・介護職員処遇改善加算       7.6％ 

《実費料金》 

朝食代  360 円/食 

昼食代  570 円/食 

夕食代  570 円/食 

間食代  100 円/食 

宿泊費 2,100円/泊 

～運営推進会議のお知らせ～ 

 今年度第 1 回目の運営推進会議は、

4/18(水)13:30～14:30 の日程で行います。事業

所の活動報告の他、改定された介護保険制度の

説明等をさせていただく予定です。 

ご都合が合えば、参加をお願い致します。 

～紙パンツ等の支給を受けている方へ～ 

 あわら市の方は『家族支援介護用品支給事業利用申請書』

が、坂井市の方は『すこやか介護用品支給事業申請書』が市

より各ご家庭に届いていると思います。今年度も紙パンツ・

パッド等の支給を希望される方はお忘れなく 

申請書を市役所に提出してください。 

※この他、紙パンツや外食に

出掛けた時の食事代など

は実費負担となります。 

利用を検討しているけれど、

実際どれくらい利用料金が

かかるの？など疑問がある

場合は、ケアマネージャーに

ご相談ください。 


